
社会保障・個人番号（マイナンバー）制度がはじまります

【マイナンバーとは？】
　マイナンバー（個人番号）は住民票を有する全ての方に一人一人異なる12桁の番号を付して、社会保
障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報で
あることを確認するために活用されるものです。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正
な社会生活を実現する社会基盤です。（図１：マイナンバーによって期待される効果）

【自分のマイナンバーはいつ分かるの？何か配布されるの？】
　平成27年10月以降マイナンバーが記載された通知カードが世帯ごとに簡易書留で送付されます。簡
易書留には以下のものが入っています。
　・通知カード　　・個人番号カードの申請書と返信用封筒　　・マイナンバーについての説明書類

　マイナンバーは一生使うものです。通知カードはなくさないように大切に保管してください。マイナン
バーが漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーが変更されることはありません。
　また平成28年１月以降に個人番号カードが申請により交付されます。個人番号カードは、券面に氏名、
住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。個人番号カード
は本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに登載された電子証明書を
用いて、e-Tax（国税電子報告・納税システム）などが行えます。ICチップには、券面に書かれている情
報や電子証明書が記録されますが、所得の情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されませ
ん。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

（図２：通知カード・個人番号カード）

【個人番号カードはどうやって申請するの？】
　平成27年10月から申請が開始されます。申請する方法は〔図３〕のとおりです。（図３：申請方法）

【個人番号カードはいつもらえるの？】
　平成28年１月以降に交付されます。（図４：交付）
　個人番号カードは住基カードと重複所持することができません。住基カードをお持ちの方は申請ま
たは交付の際に返納してください。
　個人番号カードはマイナンバーを証明するなど大切なカードですので、申請および交付の際は厳格
な手続となります。ご理解・ご協力をお願いします。
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図１　＜マイナンバーによって期待される効果＞

所得や他の行政サービスの受
給状況を把握しやすくなるため、負担

を不当に免れることや給付を不当に受ける
ことを防止するとともに、本当に困って

いる方にきめ細やかな支援を行う
ことができます。

添付書類の削減など行政手続が
簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関が持っている自分の情報を確認し
たり、行政機関から様々なサービスのお

知らせを受け取ったりできます。

行政機関や地方公共団体など
で、さまざまな情報の照合、転記、入

力などに要している時間や労力が大幅に削
減されます。複数の業務の間での連携が

進み、作業の重複などの無駄が削
減されます。
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